
関東地方整備局ＩＣＴアドバイザー制度 実施要領 

 

１．総則 

（１）名称 

本制度は、関東地方整備局ＩＣＴアドバイザー制度と称する。 

（２）目的 

本制度は、関東地方におけるＩＣＴ施工の普及促進を目的として、施工者や発注者が持つ疑問

点や課題などについて、経験者からアドバイス等の支援を行うものである。 

（３）定義 

本制度におけるＩＣＴアドバイザーは、（２）に示す目的に賛同する行政機関、法人または

団体のうち、関東地方整備局インフラＤＸ推進本部ＩＣＴ施工技術活用推進部会長（以下「部会

長」という。）が認定した者とする。 

（４）ＩＣＴアドバイザーの活動内容 

ＩＣＴアドバイザーは、ＩＣＴ施工等に関する支援を必要とする者（以下「依頼者」とい

う。）の依頼により、以下の分野について助言、技術的指導を行う。 

① 「３次元計測関係」 

ＵＡＶ やレーザースキャナー等を含む計測機材を活用した３次元測量に関わる助言、

技術的指導。 

② 「３次元設計データ作成関係」 

３次元設計データ作成に関わる助言、技術的指導。 

③ 「ＩＣＴ 建設機械による施工関係」 

ＩＣＴ建設機械を用いた施工に関する助言、技術的指導。 

④ 「３次元施工管理関係」 

ＵＡＶやレーザースキャナー等を含む計測機材を活用した出来形・品質等の管理に関す

る助言、技術的指導。 

⑤ 「総合マネジメント」 

施工計画などの総合的な助言、技術的指導。 

⑥ ＩＣＴ施工の研修・講習会 

関東地方整備局、地方自治体及び特殊法人等が実施する研修・講習会等に対する協力。 

 



２．制度の運用 

（１）募集 

ＩＣＴアドバイザーの募集は、公募により行うものとする。 

（２）区分 

ＩＣＴアドバイザーの区分は、以下に示すⅠ～Ⅵの分野とする。 

分野Ⅰ ・・・ ３次元計測関係 

分野Ⅱ ・・・ ３次元設計データ作成関係 

分野Ⅲ ・・・ ＩＣＴ建設機械による施工関係 

分野Ⅳ ・・・ ３次元施工管理関係 

分野Ⅴ ・・・ 総合マネジメント 

分野Ⅵ ・・・ ＩＣＴ施工の研修・講習会 

（３）資格 

ＩＣＴに関する専門知識とＩＣＴ施工の技術支援に関する知見を持つ行政機関、法人

または団体とし、以下に示す①～④の条件を満たすものとする。 

ただし、申請者が行政機関の場合は、④のみを満足するものとする。 

① 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）（以下「予決令」という。）第 70 
条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

② 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、

国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ

と。 

④ 募集要領に示す期間の工事・業務等おいて以下に示すいずれかの実績を有すること。 

・工事又は業務におけるⅠ～Ⅵの分野の実績（元請又は下請）。 

・ＩＣＴ施工に関するアドバイスや普及・支援活動などの実績。 

（４）審査 

申請者から提出された申請書類に基づき、ＩＣＴ施工の助言、技術的指導に関する知見

の有無を確認する。 

（５）認定 

部会長は審査の結果、ＩＣＴ施工の助言・技術的指導に関する知見があると認められた

者を、ＩＣＴアドバイザーとして認定し、認定書を交付する。 



（６）登録 

事務局は、認定したＩＣＴアドバイザーを、ＩＣＴアドバイザー名簿（別紙－１）

に登録するものとする。 

（７）公表 

事務局は、ＩＣＴアドバイザー名簿を公表するものとする。 

（８）技術支援の実施 

① 依頼者は、関東地方整備局が公表しているＩＣＴアドバイザー名簿に記載されている

内容に基づきＩＣＴアドバイザーを選定し依頼を行うものとする。 

② ＩＣＴアドバイザーは、依頼内容を確認し技術支援の可否を判断するものとする。 

③ ＩＣＴアドバイザーは、以下の時点において活動を事務局に報告するものとする。 

     ・技術支援の開始（様式－１） 

     ・技術支援の終了（様式－２） 

【別紙－２ 「依頼者から実施までのフロー」を参照】 

（９）活動の休止 

ＩＣＴアドバイザーは、２．（３）①に該当する場合は、活動を休止するものとする。 

部会長は、必要と判断した場合、ＩＣＴアドバイザーに活動の休止を求めることができ

るものとする。 

（10）認定の取消し 

部会長は、ＩＣＴアドバイザーが以下に該当する場合に認定の取消しを行うことができ

るものとする。 

 ・ＩＣＴアドバイザーから認定取り消しの申し出があった場合 

 ・要領に示すＩＣＴに関する助言、技術的指導が実施できないと認めた場合 

・２．（３）１）②と③に該当した場合 

・事務局は、取り消されたＩＣＴアドバイザーの情報についてＩＣＴアドバイザー名簿

より削除するものとする。 

 

３．その他 

（１）依頼者の責務 

ＩＣＴアドバイザーの支援内容に基づき実施した事項に対する責任は依頼者が負うもの

とする。 

 



（２）費用負担

１）依頼に基づくＩＣＴアドバイザーの活動に要する費用は、ＩＣＴアドバイザーと依頼

者で協議し決定するものとする。

２）技術支援に対する費用は原則無償とするが、旅費交通費等の必要経費については、

ＩＣＴアドバイザーと依頼者で決定するものとする。

（３）機密の保持 

ＩＣＴアドバイザーは、助言、技術的指導において知り得た情報は適切に管理する。 

ＩＣＴアドバイザーは、事務局への報告を除き、助言、技術的指導において知り得た情報を

依頼者の同意なく利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（４）雑則 

関東地方整備局ＩＣＴアドバイザー制度の運用にあたり本要領に定める事項のほか、本要領

によらない場合に、部会長が定めることができる。 

４．事務局 

（１）事務局は、「関東地方整備局インフラＤＸ推進本部ＩＣＴ施工技術活用推進部会」事務局と

する。 

（２）事務局は、下記の事項について行う。 

・ＩＣＴアドバイザーの募集及び公表等の作業

・ＩＣＴアドバイサーの実施状況の把握

・その他１．（２）の目的を達成するために必要な事項

附則 この規則は、令和２年９月３０日から施行する。 
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別紙－２「依頼から実施までのフロー」 

関東地方整備局
インフラＤＸ推進本部

ＩＣＴ施工技術活用推進部会事務局
依頼者 ＩＣＴアドバイザー

ＩＣＴ工事の受注ＩＣＴアドバイザー名簿

閲覧

ＩＣＴアドバイザー

の選定

アドバイザーの

必要有無判断

有

実施の可否

判断

依頼

可能
ＩＣＴアドバイザー

の決定

報告書の作成報告書確認・受取

完了

サポート終了

状況の把握

メールで共有

日程調整、実施



参考「ＩＣＴサポート手続きフロー」 

関東地方整備局 アドバイザー企業・団体

募集資料作成

ＩＣＴアドバイザーの公募

ＨＰで公募

認定

認定手続き

登録申込み

応募資料確認

結果通知

通知

認定書作成

ホームページ公開 活動開始

送付



1 技術支援の実施予定日

2
ＩＣＴアドバイザーの
行政機関、法人、団体名

3 依頼者企業名及び氏名

4 依頼内容

5 工種

6 分野

7 実施場所

１．技術支援の実施予定日：依頼者と調整後の技術支援等の実施予定日を記述して下さい。

２．ＩＣＴアドバイザーの行政機関、法人、団体名：ＩＣＴアドバイザー名を記述して下さい。

３．依頼者企業名及び氏名：技術支援の依頼者の企業名と依頼担当者名を記述して下さい。

４．依頼内容：技術支援又は講師を選択して下さい。

５．工種：依頼されている支援のＩＣＴ活用の工種を選択して下さい。（該当箇所へ複数回答可）

６．分野：依頼されているＩＣＴ施工の分野を選択して下さい。（該当箇所へ複数回答可）

７．実施場所：技術支援を実施する予定の都県名を記載して下さい。

(様式－１)

□－技術支援 □－講師

□－ＩＣＴ土工　,　□－ＩＣＴ舗装　,　□－ＩＣＴ浚渫工　,

□－ＩＣＴ地盤改良工　,　□－ＩＣＴ法面工　,　□－ＩＣＴ舗装工（修繕工）　,

□その他（ ）

□－３次元計測関係　,　□－3次元設計データ作成関係　,
□－ＩＣＴ施工機械による施工関係　,　□－３次元施工管理関係　,
□－全般　,　□－総合マネジメント , □－ＩＣＴ施工の研修・講習会

ＩＣＴアドバイザー技術支援開始報告書



（様式－２）

ＩＣＴアドバイザー活動報告書

1 技術支援の実施日

2
ＩＣＴアドバイザーの
行政機関、法人、団体名

3 依頼者企業名及び氏名

4 依頼内容

5 実施場所

6 対象人数（講習会、現地指導等の場合）

7 アドバイス及び実施内容

□－技術支援　　　□－講師



8 実施状況の写真等の添付

１．技術支援の実施日：依頼者に技術支援等の実施日を記述して下さい。
２．ＩＣＴアドバイザーの行政機関、法人、団体名：ＩＣＴアドバイザー名を記述して下さい。
３．依頼者企業名及び氏名：技術支援の依頼者の企業名と依頼担当者名を記述して下さい。
４．依頼内容：技術支援又は講師を選択して下さい。
５．実施場所：技術支援を実施する予定の都県名を記述して下さい。
６．対象人数：講習会や現地指導の場合に依頼者の参加人数を記述して下さい。
７．アドバイス及び実施内容：実際に行った内容を記述して下さい。
８．実施状況の写真等の添付：実施状況の写真等を添付して下さい。
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